
令和８年３月 16 日 

練馬区経理用地課 

 

入札時における労務費等が明示された内訳書の提出について 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律第 127

号）の改正により、公共工事の入札において、入札金額の内訳書（以下「内訳

書」という。）に材料費、労務費および法定福利費の事業者負担額等の必要経

費の内訳を明示することが義務化されました。 

 これに伴い、練馬区が発注する工事では下記のとおり取扱いますので、入札

参加者の皆様におかれましては、内訳書の提出にご協力いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対応方法 

令和８年４月１日以降に公表または公告を行う工事案件は、電子調達サー

ビスの入札書画面において、材料費、労務費および法定福利費の事業者負担

額等の必要経費の内訳を入力してください（裏面参照）。 

 

２ 対象案件 

  予定価格が 200 万円を超える工事案件を対象とします。 

 

３ 適用時期 

  令和８年４月１日以降に公表または公告を行う工事案件から適用します。 

  なお、入札時に内訳の入力に不備（材料費、労務費および法定福利費の事

業者負担額等の必要経費の入力がすべて「０」等）がある場合、区からご連

絡いたします。この場合には、別添の工事費内訳書を提出してください。 

 

 

 

 

 



【電子調達サービスの入札書画面について】 

 

 

 


